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第１章  総    則 

 

（目  的） 

第１条 この規則は、公益財団法人台東区産業振興事業団（以下「事業団」という。） 定款第４４条の規定

に基づき、事業団の実施する事業に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（定  義） 

第２条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 中小企業 

原則として、中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条の規定に定めるものをいう。ただし、

事業の効果的な運営に不可欠であり、かつ、事業の趣旨に反しない場合は、対象の業種にかかわら

ず従業員数３００人以下の企業も中小企業として定義できるものとする。 

(2) 中小企業勤労者等 

台東区内の中小企業に勤務する勤労者と事業主及び台東区内に居住し、台東区外の中小企業に

勤務する勤労者並びにこれらに準ずる区民をいう。 

(3) 会    員 

事業団定款第４３条に規定する事業掛金負担者で、第３条に定める資格を有し、第４条に定める入

会手続完了者をいう。 

 

第２章  会    員 

 

（会員の資格） 

第３条 勤労者サービスセンター会員（以下「会員」という。）になることができる者は、次の各号のいずれか

に該当する者とする。 

(1) 台東区内の中小企業に勤務する勤労者及びその事業主 

(2) 台東区内に居住し、台東区外の中小企業に勤務する勤労者 

(3) その他理事長が特に認めた者 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、会員になることができない。 

(1) 臨時又は季節的業務に期間を定めて雇用されている者 



 

(2) 入会時に１４日以上の休業、加療中の者、又は１４日以上の休業、安静加療を要すると医師の診断

を受けている者 

(3) 第１４条により除名された者 

(4) 前各号のほか、理事長が適当でないと認めた者 

 

（入会の手続） 

第４条 会員になろうとする者は、理事長に所定の入会申込書（別記第１号様式）を提出し、入会の承認を

得た後、速やかに入会金及び会費を納入しなければならない。 

２ 入会は、事業所を単位として行う。ただし、第３条第１項第１号に規定する勤労者が個人として希望する

場合及び同項第２号による場合は、個人を単位として入会できる。 

３ 理事長は、前項の手続きが完了した時、会員証（別記第２号様式）を交付するものとする。 

 

（資格の発生） 

第５条 会員の資格は、前条に規定する入会手続きを完了した日から発生する。 

 

（入会金） 

第６条 入会金の額は、会員１人につき３００円とする。ただし、理事長が特に必要と認める場合は、入会金

を免除又は減額することができるものとする。 

２ 既納の入会金は返還しない。 

 

（会  費） 

第７条 会費は、１人月額５００円とする。 

２ 会費の納入は、会員の資格の発生した日の属する月から退会日の属する月までとする。 

３ 会費は、第２１条及び第４０条並びに第４１条から第４４条に定める事業の経費に充てるものとする。ただ

し、第２１条に定める給付事業には会費収入の５０％を超えない範囲で充てることができるものとする。 

 

（会費の納入方法） 

第８条 会員は、理事長に預金口座振替依頼書（別記第３号様式）を提出し、会費を３か月に１回（４月・７

月・10 月・１月の２６日）、指定金融機関の預金口座から自動振替により納入するものとする。ただし、振

替日が金融機関の休日にあたるときは、翌営業日とする。 

２ 前項の口座振替は、その事業主が一括して会費を納入するものとし、その納入額は振替月の１日現在

の会員数に会費を乗じた額とする。 

３ 前各項に定める会費の納入が困難な場合、及び入会時に納入する会費については、現金で納めること

とする。 

 

（会費の返還） 

第９条 既納の会費については、原則として返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を

除く。 

(1)会員が会費を納入した後に退会した場合、退会届が提出された日の属する月の翌月以降の会費につ

いては返還することができる。 

(2)会員が会費を納入した後に死亡した場合、死亡した月の翌月以降の会費は返還する。ただし、返還の

遡及期間は退会届提出日から起算して最高６か月までとする。 

 

（会費の督促） 

第１０条 理事長は、口座振替日から３か月以上会費を滞納している者に対して督促をしなければならない。 

 

（退会届） 

第１１条 会員は、次の各号のいずれかに該当するとき、会員証を添えて退会届を理事長に提出しなけれ

ばならない。 



 

(1) 第３条第１項に定める会員資格を失ったとき。 

(2) 前号以外の事由により、任意に退会したとき。 

 

（資格の喪失） 

第１２条 前条の規定に基づく退会届により会員の資格を喪失する日は、次の各号による。 

(1) 前条第１号による者は、第３条第１項に定める会員資格を失った日とする。なお、会員が死亡した場

合は、死亡した日とする。 

(2) 前条第２号による者は、退会届の提出があった日とする。 

２ 会員は、会員資格を喪失した日をもって退会日とする。 

 

（変更届） 

第１３条 会員は、入会時に届け出た事項に変更が生じたときは、速やかに変更届を理事長に提出しなけ

ればならない。 

 

（除  名） 

第１４条 会員が次の各号のいずれかに該当したとき、理事長は除名することができる。 

(1) 第１０条により、督促した日から３か月以上会費を滞納し、引き続き納入の見込みがないと認められる

とき。 

(2) 事業団の事業を妨げる行為をしたとき。 

(3) 偽り、その他不正の行為により事業団から利益を受けようとしたとき、又は受けたとき。 

(4) 事業団の定款及びこの規則に違反し、又は信用を失わしめるような行為をしたとき。 

２ 前項の規定に基づき、会員を除名するときは、当該会員からの請求に基づき、弁明の機会を与えること

ができる。 

３ 除名することを決定したとき、理事長は、当該会員に理由を付した文書で通知しなければならない。 

４ 除名させられた会員は、速やかに会員証を理事長に返却するものとする。 

 

（再入会） 

第１５条 第１１条第２号の規定により任意に退会した者が再度入会する場合は、事情を聴取し、理事長が

適当であると認めた場合は、第４条に規定する手続きにより再入会することができるものとする。 

２ 前条の規定により会員として除名された者が再度入会する場合は、除名された後１年を経過した後、前

条の行為をする恐れがないと認められる場合に限り、第４条に規定する手続きにより再入会することがで

きる。 

 

第３章  中小企業の経営基盤の整備並びに中小企業勤労者等の福祉向上に関する事業 

 

第１節 各種研修会、講習会等の事業 

 

（技術の指導及び研修事業） 

第１６条 台東区内の中小企業の経営基盤の充実を図るため、次に掲げる事業を行う。 

(1) 中小企業に従事する技術者を対象とする技術者専門研修事業 

(2) 中小企業の機械化を促進するための機械技術研修事業 

(3) 中小企業の経営者及び従業員の人材育成に関する研修事業 

(4) その他中小企業の経営基盤の充実を図るための事業 

 

（中小企業勤労者等に対する各種セミナー等の事業） 

第１７条 中小企業勤労者等の生活向上に関する各種セミナー等を実施する。 

 

 

 



 

第２節  調査研究、情報提供並びに普及の事業 

 
 （情報資料の収集及び提供事業） 

第１８条 中小企業情報の蓄積・提供機能を強化するため、次に掲げる事業を行う。 

(1) ファッション情報の収集・提供事業 

(2) 産業経済活動に関する情報の収集・提供事業 

(3) 活力ある産業の展開を図るための調査研究事業 

(4) その他中小企業の振興に必要な事業 

 

（中小企業勤労者等に対する調査研究事業） 

第１９条 中小企業勤労者等の総合的福祉事業を実施するため、労働環境、余暇施設、余暇活動及び福

利厚生等の調査研究を行う。 

 

（中小企業勤労者等に対する情報提供事業） 

第２０条 中小企業勤労者等の福祉に関する事業の紹介及び事業団で実施する各種事業等必要な情報

を提供する。 

 

第３節  中企業勤労者等のための総合的福祉事業 

 

第 1 款  生活安定に係る共済事業 

 

（給付事業） 

第２１条 会員の在職中の生活の安定を図るため、第２２条から第３７条の規定に基づき給付事業を実施す

る。 

 

（結婚祝金） 

第２２条 会員が結婚したときは、結婚祝金を支給する。 

２ 結婚とは、民法（明治２９年法律第８９号）に定める婚姻（以下同じ。）又は東京都オリンピック憲章にうた

われる人権尊重の理念の実現を目指す条例（平成３０年東京都条例第９３号）第 7 条の 2 第 2 項の証明

若しくは同条第 1 項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると理事長が認めた地方公

共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係をいう。 

３ 再婚の場合は、同一人１回を限度として支給する。 

 

（記念婚祝金） 

第２３条 会員が結婚して満５０年を迎えたときは、金婚祝金を支給する。 

２ 会員が結婚して満２５年を迎えたときは、銀婚祝金を支給する。 

 

（出産祝金） 

第２４条 会員若しくは会員の配偶者が出産したときは、出産祝金を支給する。 

２ 出産には、死産、流産及び早期新生児死亡（生後７日以内）は含まないものとする。 

３ 多児出産の場合は、１児につき１件として支給する。 

 

（入学祝金） 

第２５条 会員の子が小学校、中学校に入学したときは、入学祝金を支給する。 

 

（二十歳祝金） 

第２６条 会員が満２０歳に達したときは、二十歳祝金を支給する。 

 

（永年在会祝金） 



 

第２７条  削除 

（死亡弔慰金） 

第２８条 会員、会員の配偶者、父母（養父母があるときは、実父母を除く。）及び子が死亡したときは、死

亡弔慰金を支給する。 

２ 会員の子の死産又は２８週以上の流産は、子の死亡とみなし支給する。 

３ 会員が死亡したとき支給する弔慰金の受取人の範囲及び順位は、次のとおりとする。 

(1) 配偶者 

(2) 子 

(3) 父母 

(4) 孫 

(5) 祖父母 

(6) 兄弟・姉妹 

４ 前項の弔慰金を受けるべき同順位の遺族が２人以上あるときは、その１人のした請求は全員でしたもの

とみなし、１人に対して支給する。 

５ 年齢については、死亡年月日を基準とする。 

 

（入院見舞金） 

第２９条 会員が連続して１０日以上入院したときは、入院１０日目を基準日として本人に入院見舞金を支

給する。ただし、同一年度内に２回以上入院した場合は、いずれか１回に限り支給する。 

２ 入院見舞金を未請求の会員が入院中に死亡した場合は、弔慰金のみ支給し、入院見舞金は支給しな

い。 

 

（障害見舞金） 

第３０条 会員が会員期間中に生じた傷病により、身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１５

号）に定める身体障害状態となったときは、その等級に応じて障害見舞金（この条において、以下「見舞

金」という。）を支給する。 

２ 会員の身体状態は、身体障害者手帳の等級をもって理事長が認定する。 

３ 見舞金の支給は、１回限りとする。 

４ 見舞金の支給後、障害の等級が上がった場合は、新等級に対する見舞金と既に支給されている見舞

金との差額を支給する。ただし、前等級に対する障害見舞金の給付を受けていない者にあっては、既に

支給されたものとみなし、その差額を支給するものとする。 

５ 会員前から身体障害者であった会員で、入会後に障害等級が進行した場合は、その会員の入会時の

障害等級に支給される障害見舞金の額と進行した後の障害等級に対して支給される障害見舞金の額と

の差額を支給する。 

 

（住宅等災害見舞金） 

第３１条 会員の居住する家屋及び家財等が人災、自然災害を問わず別表第１に掲げる損害を被ったとき

は、その程度に応じて住宅等災害見舞金を支給する。ただし、生計を一にする同一家族内にあって同

一建物のときは、１件のみの支給とする。 

２ 前項における居住する家屋及び家財等とは、所有の有無にかかわらず、会員が現に生活の本拠（店舗、

事務所、作業所は含まない。）としている建物と、それに付随する家財等をいう。 

 

（給付金額） 

第３２条 第２２条から第３１条までの規定により支給する給付金の額は、別表第２に定めるところによる。 

 

（受給資格） 

第３３条 第２１条に規定する給付は、会員となった日以降に発生した事由に対し支給する。ただし、第２２

条から第２６条の給付については、会員期間が３か月を経過した日以降に発生した事由に限り支給する。 

 



 

 

（支給の制限） 

第３４条 第２８条から第３１条までの規定は、その発生原因に災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）が適

用となる場合は、支給しない。 

２ 第２８条、第３０条及び第３１条の規定に基づく給付金は、その発生原因が給付金受給者又は会員の故

意又は重大な過失による場合は、支給しない。 

３ 会費の未納があるときは、給付金の支給を停止することができる。 

 

（給付の請求） 

第３５条 給付の支給を受けようとする者（以下「請求者」という。）は、所定の給付金請求書に別表第３で定

める書類を添付し、理事長に提出しなければならない。 

２ 給付の請求は、会員本人の弔慰金を除き会員本人が行うものとする。 

３ 給付の請求は、給付事由の発生した日から１年以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事

由により遅延したと理事長が認めたときは、この限りでない。 

 

（給付の決定） 

第３６条 理事長は、給付金請求書を審査し、給付を決定したときは、速やかに給付金を支払うものとする。 

２ 理事長は、給付金請求書を審査し、給付を否決したときは、給付不承認書（別記第４号様式）により、当

該請求者に対して、速やかに通知するものとする。 

 

（期間の計算） 

第３７条 給付における期間の計算は、すべて会員の資格の発生した日の属する月の初日及び事由の発

生した日から起算し、翌月の応答日をもって１か月とみなす。 

 

（給付金の返還） 

第３８条 請求者が偽りその他の不正行為により給付金を受けたときは、理事長はこれを返還させるものと

する。 

 

（異議の申し立て） 

第３９条 請求者は、給付の決定に関して不服のあるときは、給付不承認書を受けた日の翌日から起算し

て、６０日以内に理事長に対して異議の申し立てをすることができる。 

２ 異議の申し立てのあった事項については、その可否を理事長名をもって、請求者あてに速やかに通知

する。 

 

第２款 福利厚生に係る事業 

 

（健康維持増進に係る事業） 

第４０条 中小企業勤労者等の健康維持増進のため、次の事業を行う。 

(1) 人間ドック、予防接種等を利用あっせんする健康管理事業 

(2) スポーツ施設、入浴施設等を利用あっせんする健康増進事業 

(3) 健康管理についての普及啓発事業 

 

（老後生活の安定に係る援助及び協力事業） 

第４１条 国、東京都及び台東区が中小企業勤労者等のために行う老後生活の安定に関する事業等への

参加援助、協力及びその情報提供を行う。 

 

（自己啓発に係る事業） 

第４２条 中小企業勤労者等の自己啓発を助長するため、カルチャーセンター等を利用した自主学習の援

助等を行う。 



 

 

（余暇活動援助に係る事業） 

第４３条 中小企業勤労者等の余暇活動を助長するため、次の事業を行う。 

(1) 宿泊施設の年間指定及び夏季、冬季期間の借上げ契約により、中小企業勤労者等が協定料金で

利用できるよう利便を図る。 

(2) 東京近郊の遊園施設を指定し、年間、夏季及び冬季期間契約し、中小企業勤労者等が協定料金で

利用できるよう利便を図る。 

(3) 健康管理施設、遊園施設等の法人会員となり、中小企業勤労者等が低料金で施設が利用できるよ

う利便を図る。 

(4) 各種鑑賞券、スポーツ及び遊園施設等の入場券を割引料金であっせんする。 

(5) 日帰りバス旅行、宿泊を伴う旅行等を企画実施し、勤労者相互の親睦を図る。 

(6) 優良店舗等と指定契約し、中小企業勤労者等が割引料金で利用できるよう利便を図る。 

(7) その他中小企業勤労者等の必要に応じて事業を行い、利用助成する。 

 

（財産形成に係る事業） 

第４４条 中小企業勤労者等の財産形成を助長するため、勤労者財産形成に係る普及啓発を行う。 

 

（厚生に係る事業） 

第４５条 台東区立産業研修センターを活用し、中小企業勤労者等の余暇の充実を図るため、趣味及び

娯楽に係る事業を行うとともに地域住民との交流促進を図るための事業を行う。 

 

第３款 雑  則 

 

（会員の優先） 

第４６条 第４０条及び第４１条から第４４条までの規定については、会員とその家族（同居の第２２条第２項

に規定する結婚の相手方及び子、父母）に対し、利用補助金、参加費等その他の経費の優待で優先的

取扱いをすることができる。 

２ 利用補助額及び参加費の優待額は、理事長が別に定める。 

 

     第４節 中小企業のための各種経営支援等の事業 

 

（中小企業の経営相談に係る事業） 

第４７条 中小企業の経営上の諸問題の解決を図るため、資格を有する相談員等による経営相談事業を 

行う。 

２ 相談員は次のとおりとし、事業団の非常勤職員として雇用するものとする。 

（１）商工相談員 

（２）専門コーディネーター 

（３）その他、中小企業の経営支援に係る必要な知識・経験等を有し、理事長が必要と認める専門員 

 

（中小企業の経営支援に係る事業） 

第４８条 中小企業の経営基盤の整備、経営支援等を図るため、次の事業を行う。 

 （１）市場開拓、新製品・新技術の開発、人材育成等企業の経営支援及び家内労働者の福祉向上に係る 

各種助成事業 

 （２）販路開拓、交流等を支援する事業 

 （３）その他中小企業の経営支援に係る事業 

 

  第５節 中小企業の育成事業並びに中小企業勤労者等の福祉推進事業への協力・交流事業 

 

（協力・交流事業） 



 

第４９条 中小企業育成事業にかかわる他団体との協力・交流事業を行う。 

２ 中小企業勤労者等の福祉推進事業にかかわる他団体との協力・交流事業を行う。 

 

第６節 台東区立産業研修センターの管理運営及び事業団定款第４条第１号に掲げる事業 

に関連を有する範囲において、区から受託する事業 

 

（管理運営事業） 

第５０条 台東区立産業研修センター施設の適切な管理運営に必要な事業を実施する。 

（受託事業） 

第５１条 第３章に掲げる事業に関連を有する範囲において、台東区から受託する事業を行う。 

 

第７節 その他事業団の目的を達成するため必要な事業 

 

（事業団の目的達成事業） 

第５２条 第３章に掲げる事業のほか、事業団の目的を達成するために必要な事業を実施する。 

 

第４章  雑      則 

 

（委  任） 

第５３条 この規則の施行について必要な事項は、理事長が別に定める。 

 

附  則 

１ この規則は、平成１１年４月１日から施行する。 

２ 財団法人台東区勤労者サービスセンターに既に入会している者については、 第４条に定める入会手

続きを完了したものとみなす。 

３ 給付金請求の特例として、第３７条の規定にかかわらず、台東区勤労者共済会及び財団法人台東区勤

労者サービスセンター会員期間を参入して請求できるものとする。 

４ 平成１１年３月３１日以前に発生した給付事由による給付の請求期限にかかる第３５条第３号の規定の

適用については、同号中「１年以内」とあるのは、「６か月以内」と読み替えるものとする。 

 

附 則（平成１２年４月１日改正） 

１ この規則は、平成１２年４月１日から施行する。 

２ 第８条第１項の会費の振替日を、４月・７月・10 月・１月の２６日とする。 

３ 第３５条第１項の別表第３を改正する。 

 

附 則（平成１４年４月１日改正） 

１ この規則は、平成１４年４月１日から施行する。 

２ 第２９条について入院見舞金の支給基準日を退院後から、入院１０日目に改める。 

 

附 則（平成１５年４月１日改正） 

１ この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 

２ 第７章 台東区立産業研修センターの管理運営及び事業団寄附行為第４条第１号から第４号までに掲

げる事業に関連を有する範囲において、区から受託する事業に改める。 

３ 第４８条について、名称を台東区立産業研修センターに改める。 

 

附 則（平成１７年４月１日改正） 

１ この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

２ 第４３条第７号について、台東共同福祉を台東区立産業研修センターに改める。 

３ 第４８条に規定する台東区立産業研修センターの管理運営については、平成１７年４月１日より３ヶ年間、



 

指定管理者として受託管理運営する。 

 

附 則（平成２０年４月１日改正） 

１ この規則は、平成２０年４月１日から施行する。ただし、第３２条の別表第２の改正については、平成２１

年 4 月 1 日から施行する。 

２ 第４３条第１項７号を削除し、第４３条第１項 8 号を第４３条第１項７号に改める。 

３ 第４５条を、台東区立産業研修センターを活用し、勤労者等の余暇の充実を図るため、趣味及び娯楽

に係る事業を行うとともに地域住民との交流促進を図るための事業を行う。に改める。 

 

附 則（平成２２年６月１日改正） 

１ この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

２ 第４条第２項のただし以下を、第３条第１項第１号に規定する勤労者が個人として希望する場合及び同

項第２号による場合は、個人を単位として入会できる。に改める。 

３ 第２７条を削除する。ただし、経過措置として、平成２３年３月３１日現在に在籍の会員にあっては、令和

３年３月３１日まで別表の金額を適用する。また、請求権については第３５条３号を適用し、給付事由の発

生した日から１年以内は請求できるものとする。 

 

附 則 

  この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の

認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１０６条第１項に定める公益法人

の設立の登記の日から施行する。 

 

   附 則（平成２６年４月１日改正） 

１ この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ 第６条第１項に、ただし、理事長が特に必要と認める場合は、入会金を免除又は減額することができるも

のとする。を加える。 

３ 第９条のただし以下を、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。に改める。また、第１号及び第２号

を加える。 

４ 第１２条第１項第１号に、なお、会員が死亡した場合は、死亡した日とする。を加える。 

５ 第１４条第２項の当該会員に弁明の機会を与えなければならない。を、当該会員からの請求に基づき、

弁明の機会を与えることができる。に改める。 

６ 第１５条第１項の再度入会する場合は、任意退会後１年を経過した後、第４条に規定する入会の手続き

により行うことができるものとする。を、再度入会する場合は、事情を聴取し、理事長が適当であると認め

た場合は、第４条に規定する手続きにより再入会することができるものとする。に改める。 

７ 第１５条第２項の第４条に規定する入会の手続きにより行うことができる。を、第４条に規定する手続きに

より再入会することができる。に改める。 

８ 第４２条の自己啓発を助長するため、次の事業を行う。を、自己啓発を助長するため、カルチャーセンタ

ー等を利用した自主学習の援助等を行う。に改め、同条第 1 号及び第２号は削除する。 

 

   附 則（平成２７年４月１日改正） 

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ 第１６条の研修事業に、中小企業の経営者及び従業員の人材育成に関する研修事業を加える。 

３ 第４０条第１項第１号の成人病検診を予防接種に、同条第１項第２号のラドンセンターを入浴施設に改 

める。 

４ 第４節に中小企業のための各種経営支援等の事業を加え、これまでの第４節に掲げる事業を第５節に、 

第５節に掲げる事業を第６節に、第６節に掲げる事業を第７節に改める。 

 

   附 則（令和元年５月１日改正） 

この規則は、令和元年 5 月１日から施行する。 



 

 

 

   附 則（令和４年 11 月１日改正） 

１ この規則は、令和４年 11 月１日から施行する。 

２ 第２２条の結婚祝金に規定する結婚に東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を

目指す条例（平成３０年東京都条例第９３号）第 7 条の 2 第 2 項の証明若しくは同条第 1 項の東京都パ

ートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると理事長が認めた地方公共団体のパートナーシップに関

する制度による証明を受けたパートナーシップ関係を加える 

３ 第２６条に規定する成人祝金の名称を二十歳祝金に改める。 

４ 別表第２及び第３の永年在会祝金についての経過措置に関する文言を削除する。 

 

別表第１（第31条関係） 

 

 

給付の区分 

 

 

損  害  の  程  度 

 

全 損（焼） 

 

家屋及び家財のおおむね70%以上の損害を受けたとき 

 

半 損（焼） 

 

家屋及び家財のおおむね30%以上の損害を受けたとき 

 

一部損（焼） 

 

家屋及び家財のおおむね5%以上30%未満の損害を受けたとき 

 

床 上 浸 水 

 

床面以上の浸水又は土砂の流入があったとき 

 

  



 

別表第２（第32条関係「第22条～第31条」） 

 

 

給 付 の 種 類 

 

 

給付金額（円） 

 

該当条項 

結  婚  祝  金 １０，０００ 第22条 

金  婚  祝  金 ３０，０００ 第23条の1 

銀  婚  祝  金 １０，０００ 第23条の2 

出  産  祝  金 ２０，０００ 第24条 

入学祝金 
小  学  校 

中  学  校 
１０，０００ 第25条 

二 十 歳 祝 金 １０，０００ 第26条 

死亡弔慰金 

在 会   １年未満 ２０，０００ 第28条 

在 会 1年～5年未満 ４０，０００ 第28条 

在 会 5年～10年未満 ６０，０００ 第28条 

 在 会 10年～20年未満  ８０，０００ 第28条 

在 会 20年以上      １００，０００ 第28条 

  会 員 の 配偶者 ２０，０００ 第28条 

会 員 の 子 ２０，０００ 第28条 

会 員 の 親 １０，０００ 第28条 

入 院 見 舞 金 １０，０００ 第29条 

障害見舞金 

１   級 １００，０００ 第30条 

２ 級、３ 級 ８０，０００ 第30条 

４ 級、５ 級 ６０，０００ 第30条 

６   級 ４０，０００ 第30条 

住宅災害見舞金 

全   損（焼） １００，０００ 第31条 

半   損（焼） ５０，０００ 第31条 

一 部 損（焼） ２０，０００ 第31条 

床 上 浸 水 ２０，０００ 第31条 

 

（削除） 

  



 

 

 別表第３（第３５条関係「第２２条～第３１条」） 

給付の区分 添  付  書  類 

結 婚 祝 金 

次のうちいずれか一つ 

  ・婚姻届出年月日が記載されている戸籍謄本 

  ・婚姻届受理証明書  

・  東京都パートナーシップ宣言受理証明書又はこれに準ずる書類   

金 婚 祝 金 婚姻届出をして、 50年経過後に発行された戸籍謄本  

銀 婚 祝 金 婚姻届出をして、 25年経過後に発行された戸籍謄本  

出 産 祝 金 

次のうちいずれか一つ 

  ・母子手帳の出生届出済証明書 

  ・お子様が記載されている戸籍謄本  

入 学 祝 金 

次のうちいずれか一つ 

  ・就学もしくは入学通知書（写） 

  ・在学を証明できるもの  

・健康保険証（お子様の生年月日が記載されているもの） 

二 十 歳 祝 金 

次のうちいずれか一つ 

・運転免許証  

・健康保険証  

・身分証明書等（生年月日が確認できるもの） 

死 亡 弔 慰 金 

会    員  

① 

② 

③ 

死亡事項登載の戸籍謄本または、死亡診断書 

申請者の戸籍謄本 

受取人本人を証明するもの 

配 偶 者  

親 

① 

② 

死亡事項登載の戸籍謄本または、死亡診断書  

申請者（会員）の戸籍謄本 

子 
① 

② 

死亡事項登載の戸籍謄本  

死産･流産の場合は医師の証明書 

入 院 見 舞 金 

次のうちいずれか一つ 

・医療機関の発行した入院期間を証明できるもの(領収書等) 

  ・入院期間が記載された医師の診断書  

障 害 見 舞 金   身体障害者手帳 

住宅災害見舞金 

① 

② 

③ 

官公署の発行するり災証明書 (動産 不動産)  

被災状況申告書 

損害の程度がわかる写真  

 


